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定年年齢引上げや継続雇用制度導入を強く求める

－労働政策審議会－

厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は１月20日、同審議会職業

安定分科会雇用対策基本問題部会が検討の結果報告を取りまとめたのを受

け、坂口厚生労働大臣に対し、今後の高齢者雇用対策について建議を行っ

た。同部会の報告は、①65歳までの雇用の確保策、②中高年齢者の再就職

の促進策、③高齢者の多様な働き方に応じた就業機会の確保策の３点につ

いて、法的措置を含めた所要の措置を講ずることが適当としている。65歳

までの雇用については、法定定年年齢60歳は維持するものの、65歳までの

雇用を確保するため、各企業における定年年齢の引上げ又は継続雇用制度

の導入を強く求める内容となっている。厚生労働省は、この建議の趣旨に

沿い、今通常国会へ関連法案を提出する予定としている。――報告の概要

は次のとおり。

少子高齢化が急速に進展するなかで、

高齢者が長年培ってきた知識と経験を活

かし社会の支え手として活躍し続けるこ

とを可能とし、もって我が国経済社会の

活力の維持を図るためには、高齢者が意

欲と能力のある限り活躍し続けることが

できる環境を社会全体で築き上げていく

ことが必要であり、法的整備も含め所要

の措置を講ずることが適当。

１．65歳までの雇用の確保策

○本来は定年制も含め年齢による雇用管

理を全面的に禁止すること（年齢差別禁

止）も考えられるが、年齢という要素が

未だ大きな役割を担っている我が国の雇

用管理の実態にかんがみれば、直ちに年

齢差別を禁止することは、労働市場の混

乱を招くおそれがあり困難。

また、厳しい状況が続く企業の経営環

境等を考慮すれば、直ちに法定定年年齢

を65歳に引き上げることは困難。

65歳までの雇用確保策等、今後の高齢者雇用対策を建議65歳までの雇用確保策等、今後の高齢者雇用対策を建議
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○したがって、法定定年年齢60歳は維持

した上で、定年の定めをしている事業主

は、65歳までの雇用の確保に資するよう、

当該企業の定年年齢の引上げ又は継続雇

用制度（現に雇用している高年齢者が希

望するときは、当該高年齢者をその定年

後も引き続いて雇用する制度をいう。）

の導入を行わなければならないこととす

ることが適当。

この場合、各企業の実情に応じ柔軟な

対応が取れるよう、労使協定により継続

雇用制度の対象となる労働者に係る基準

を定めたときは、当該基準に該当する労

働者を対象とする制度を導入することも

可能とすることが適当。

なお、事業主が労使協定をするための

努力をしたにもかかわらず協議が不調に

終わった場合には、高齢者雇用に係る継

続雇用制度の対象となる労働者に係る基

準を就業規則等において定めることも施

行から一定の期間認めることが適当。そ

の期間については、高年齢者の雇用確保

の状況等を考慮して政令で定めることと

し（当面は施行から３年間、中小企業は

５年間。）、その後の状況の変化、特に中

小企業の実情等を踏まえ見直すこととす

る。

また、その施行は2006年４月からとし、

定年又は継続雇用制度の対象年齢につい

ては直ちに65歳までとするのではなく、

年金支給開始年齢に合わせて2013年まで

に段階的に引き上げていくことが適当。

なお、65歳までの雇用確保に当たって

は、労使間で十分に話し合い、賃金・労

働時間・人事処遇制度の見直しに取り組

むことが必要。

２．中高年齢者の再就職の促進策

○年齢にかかわりなく意欲と能力のある

限り働き続けることができる環境の整備

のためには、労働者自らがその意欲と能

力に応じて主体的に働き方を選択するこ

とができる労働市場を整備することが必

要。

○募集・採用時の年齢制限は、本来は原

則として禁止することが求められるが、

未だ年齢を条件とする募集・採用慣行が

多く見られること等から直ちに禁止する

ことは労働市場に混乱をもたらすため困

難。したがって、当面は、募集・採用に

当たって上限年齢を設定する場合には、

その理由を明示しなければならないこと

とすることが適当。

○事業主都合で離職を余儀なくされる中

高年齢者の早期再就職のためには、その

能力等を把握している事業主による支援

が有効であるため、職務経歴・能力に関
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する情報や事業主が実施する再就職援助

措置の内容を事業主が書面で交付しなけ

ればならないこととすることが適当。ま

た、ハローワーク等によるきめ細かな職

業相談の実施が必要。

３．高齢者の多様な働き方に応じ

た就業機会の確保策

○企業においては短時間勤務の導入や多

様就業型ワークシェアリングを導入する

こと等多様な勤務形態を用意することが

求められることから、このような取組を

促進することが必要。

また、各地域において多様な社会参加

活動を促進することが重要であり、短期

的な雇用や派遣等各種の就労に関する相

談、情報提供等高齢者をサポートする仕

組みが必要。その際、現に地域に根付い

ているシルバー人材センターを活用して

高齢者の総合的就労支援を行うことも有

効。

スポットＮＥＷＳ

「決算実務講習会」開催のご案内

２月23日と３月３日の両日、銀座で

－東京都中央会－

東京都中小企業団体中央会では、「決算実務講習会」を下記のとおり開催い
たします。受講料は１人２千円です。申し込みの締切は平成16年２月18日
（水）ですが、定員（両日とも100名）に達し次第締め切らせていただきます。
ご希望の方は、お早めにお申し込み下さい。詳しくは、別送の案内文書をご
覧下さい。
相談日時
開催日時・場所 ◎平成16年２月23日b 10時から17時まで

◎平成16年３月３日d 10時から17時まで
「東京都中小企業会館・９階講堂」東京都中央区銀座2-10-18

テ　　ー　　マ 「組合の決算手続き」、「組合税務申告書作成のポイント」
※場所及びテーマは、両日とも共通です。

お問い合わせ先 東京都中央会　振興課　Tel 03-3542-0386㈹


